
昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
受
領 

 
 

 
 

 

答

弁

第

一

四

号 
   

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
化
学
畳
床
の
生
産
と
オ
ゾ
ン
層
破
壊
の
関
連
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
三
第
一
四
号 

昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 
 

下 
 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
化
学
畳
床
の
生
産
と
オ
ゾ
ン
層
破
壊
の
関
連
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
に
つ
い
て
は
、
九
月
三
十
日
に
受
諾
す
る

予
定
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

全
国
畳
床
工
業
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
二
年
の
わ
ら
畳
床
等
の
生
産
量
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

1 

わ
ら
畳
床 

千
二
百
二
十
万
畳 

2 

サ
ン
ド
ウ
イ
ッ
チ
畳
床 

三
百
二
十
七
万
畳 



四
及
び
五
に
つ
い
て 

三
及
び
六
に
つ
い
て 

3 
化
学
畳
床 

二
百
九
十
六
万
畳 

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
畳
床
及
び
イ
ン
シ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
・
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー

ム
畳
床
に
用
い
る
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
生
産
に
当
た
つ
て
は
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン 

層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
規
制
等
の
対
象

と
な
る
フ
ロ
ン
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
関
係
方
面
へ
の
法
の
周
知
徹
底
に
努
め
る

等
、
法
の
施
行
に
万
全
を
期
し
て
い
く
方
針
で
あ
り
、
現
在
こ
れ
ら
の
畳
床
の
工
業
標
準
の
案
を
審
議
し
て
い

る
日
本
工
業
標
準
調
査
会
建
築
部
会
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
畳
床
専
門
委
員
会
に
お
い
て
も
、
法
を
踏
ま
え

た
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

な
お
、
化
学
畳
床
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。 

四 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

フ
ロ
ン

11
、
フ
ロ
ン

12
を
始
め
と
す
る
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
フ
ロ
ン
の
洗
浄
用
、
発
泡
用
、

冷
媒
用
及
び
エ
ア
ゾ
ー
ル
用
の
出
荷
量
は
、
昭
和
六
十
一
年
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
約
六
万
六
千
ト
ン
、
約
三

万
四
千
ト
ン
、
約
二
万
六
千
ト
ン
及
び
約
一
万
二
千
ト
ン
と
、
昭
和
六
十
二
年
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
約
八
万 

全
国
畳
床
工
業
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
昭
和
六
十
二
年
ま
で
の
化
学
畳
床
の
生
産
総
量

は
、
お
よ
そ
千
万
畳
で
あ
る
。
化
学
畳
床
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。 

日
本
工
業
規
格
に
つ
い
て
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
規
格
の
制
定
又
は
確
認
若
し
く
は
改
正
の
日
か
ら
少
な
く
と
も
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
技
術

水
準
の
向
上
、
使
用
実
態
の
変
化
等
の
状
況
変
化
に
照
ら
し
て
、
そ
の
規
格
が
な
お
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
の

検
討
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

ト
ン
、
約
四
万
ト
ン
、
約
二
万
六
千
ト
ン
及
び
約
一
万
二
千
ト
ン
と
推
定
さ
れ
る
。 

火
災
時
に
生
ず
る
燃
焼
生
成
物
は
、
燃
焼
条
件
等
に
よ
り
そ
の
種
類
、
量
等
が
様
々
で
あ
る
が
、
燃
焼
生
成

物
の
毒
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
留
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
日
本
国
内
に
お
け
る
昭
和
五
十
八
年
か
ら
昭
和
六
十
二
年
ま
で
の
各
年
の
フ
ロ
ン
の
総
生
産
量
は
、

そ
れ
ぞ
れ
約
十
二
万
八
千
ト
ン
、
約
十
五
万
ト
ン
、
約
十
六
万
二
千
ト
ン
、
約
十
七
万
七
千
ト
ン
及
び
約
二
十

万
九
千
ト
ン
で
あ
る
。 

畳
の
製
造
又
は
販
売
に
携
わ
る
事
業
者
が
化
学
畳
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
を
廃
棄
す
る
場
合

に
は
、
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
許 

六 

 



 

七 

可
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
委
託
す
る
等
に
よ
り
適
正
な
処
理
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 




